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すみだ女性センター条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

第１条による改正（すみだ女性センター条例（平成２年墨田区条例第２５号）） 

改  正  案 現     行   
   すみだ共生社会推進センター条    

例 

 （設置） 

第１条 墨田区女性と男性及び多様な性の共

同参画基本条例（平成１７年墨田区条例第

５２号）第１４条の規定に基づき、男女共

同参画施策の推進を積極的に行う拠点施設

として、すみだ共生社会推進センター（以

下「共生推進センター」という。）を東京

都墨田区押上二丁目１２番７－１１１号に

設置する。 

 （事業） 

第２条 共生推進センターは、前条の目的を

達成するため、次の事業を行う。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 共生推進センターの施設の利用に関す

ること。 

 ⑹ 〔略〕 

 （施設） 

第３条 共生推進センターには、次の施設を

設ける。 

 ⑴～⑹ 〔略〕 

 （使用できる者の範囲） 

第４条 共生推進センターを使用できる者は、

第１条の目的のために使用しようとする者

で、次に掲げるものとする。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 （使用の手続） 

第５条 共生推進センターの施設（第３条第

４号から第６号までの施設を除く。）及び

付帯設備（以下「施設等」という。）を使

用しようとする者は、区長の承認を受けな

ければならない。 

２ 〔略〕 

 （使用の不承認） 

第６条 区長は、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、施設等の使用を承認

しない。 

   すみだ女性センター条例 

 

 （設置） 

第１条 区民が女性に関する問題に広く理解

を深めることにより、女性の自立及び社会

参加を促進し、もって女性の地位向上に資

するため、すみだ女性センター（以下「女

性センター」という。）を東京都墨田区押

上二丁目１２番７－１１１号に設置する。 

  

 

〔同左〕 

第２条 女性センターは、前条の目的を達成

するため、次の事業を行う。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 女性センターの施設の利用に関するこ

と。 

 ⑹ 〔略〕 

 〔同左〕 

第３条 女性センターには、次の施設を設け

る。 

 ⑴～⑹ 〔略〕 

 〔同左〕 

第４条 女性センターを使用できる者は、第 

１条の目的のために使用しようとする者で、

次に掲げるものとする。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

第５条 女性センターの施設（第３条第４号

から第６号までの施設を除く。）及び付帯

設備（以下「施設等」という。）を使用し

ようとする者は、区長の承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第６条 〔同左〕 

 

 



 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 共生推進センターの管理上支障がある

とき。 

 ⑷ 〔略〕 

 （損害賠償） 

第１３条 共生推進センターの施設及び付帯

設備に損害を与えた者は、区長が相当と認

める損害額を賠償しなければならない。た

だし、区長がやむを得ない理由があると認

めるときは、その額を減額し、又は免除す

ることができる。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 女性センターの管理上支障があるとき。 

 

 ⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１３条 女性センターの施設及び付帯設備

に損害を与えた者は、区長が相当と認める

損害額を賠償しなければならない。ただし、

区長がやむを得ない理由があると認めると

きは、その額を減額し、又は免除すること

ができる。 
  

 

第２条による改正（すみだ共生社会推進センター条例） 

改  正  案 現     行   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（使用の手続） 

第４条 共生推進センターの施設（第３条第

４号から第６号までの施設を除く。）及び

付帯設備（以下「施設等」という。）を使

用しようとする者は、区長の承認を受けな

ければならない。 

２ 〔略〕 

（使用の不承認） 

第５条 区長は、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、施設等の使用を承認

しない。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 （使用料） 

第６条 使用の承認を受けた者（以下「使用

者」という。）は、別表に定める額の範囲

内で墨田区規則（以下「規則」という。）

で定める額の使用料を、当該使用承認の際

 （使用できる者の範囲） 

第４条 共生推進センターを使用できる者は、

第１条の目的のために使用しようとする者

で、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 区内に住所を有する者又は区内の事務

所若しくは事業所に勤務する者 

 ⑵ 区内の学校に在学する者 

 ⑶ 前２号に規定する者を主な構成員とす

る団体 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が適

当と認めるもの 

 〔同左〕 

第５条 〔同左〕 

 

 

 

 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第６条 〔同左〕 

 

 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

第７条 〔同左〕 

 

 

 



 

 

に納付しなければならない。 

２ 〔略〕 

 （使用料の返還） 

第７条 既に収めた使用料は、返還しない。

ただし、区長が特別の理由があると認める

ときは、その全部又は一部を返還すること

ができる。 

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第８条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又

は転貸してはならない。 

 （特別の設備等） 

第９条 使用者は、施設等に特別の設備をし、 

若しくは変更を加え、又は付帯設備以外の

ものを使用しようとするときは、あらかじ

め区長の承認を受けなければならない。 

（使用承認の取消し等） 

第１０条 区長は、次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、使用の承認を取り

消し、又は使用を制限し、若しくは停止す

ることができる。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 （原状回復） 

第１１条 使用者は、施設等の使用を終了し

たとき、又は前条の規定により使用の承認

を取り消され、若しくは使用を停止された

ときは、直ちに施設等を原状に回復しなけ

ればならない。 

 （損害賠償） 

第１２条 共生推進センターの施設及び付帯

設備に損害を与えた者は、区長が相当と認

める損害額を賠償しなければならない。た

だし、区長がやむを得ない理由があると認

めるときは、その額を減額し、又は免除す

ることができる。 

 （委任） 

第１３条 この条例の施行について必要な事

項は、規則で定める。 

別表 〔略〕 

 付記  

  １～５ 〔略〕 

  ６ 区内に住所を有する者その他の規則

で定める者以外の者が使用する場合の

使用料の額は、この表（付帯設備に係

る部分を除く。）に定める額（付記４

 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第８条 〔同左〕 

 

 

 

 〔同左〕 

第９条 〔同左〕 

 

 〔同左〕 

第１０条 〔同左〕 

 

 

 

 〔同左〕 

第１１条 〔同左〕 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第１２条 〔同左〕 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第１３条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第１４条 〔同左〕 

 

別表 〔略〕 

 付記  

  １～５ 〔略〕 

    〔新設〕 



 

 

の規定による額を含む。）に当該額の

５割相当額を加えた額とする。 
  

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年１

０月１日から施行する。 

 （墨田区附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

２ 墨田区附属機関の設置に関する条例（平成２５年墨田区条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

  別表 １区長の附属機関の部すみだ女性センター運営委員会の項中「すみだ女性

センター運営委員会」を「すみだ共生社会推進センター運営委員会」に、「すみだ

女性センターの」を「すみだ共生社会推進センターの」に改める。 

 

※ 付則第２項の規定による墨田区附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条

例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
別表 

 １ 区長の附属機関 

名  称 担任する事務 

墨田区指定管理者選定

委員会 

～墨田区入札等外部審

査委員会 

〔略〕 

すみだ共生社会推進セ

ンター運営委員会 

すみだ共生社会推進セ

ンターの施設の利用、

事業計画等に係る調査 

及び検討に関すること。

墨田区産業振興会議 

～墨田区予防接種健康

被害調査委員会 

〔略〕 

 ２ 〔略〕 

別表 

 １ 区長の附属機関 

名  称 担任する事務 

墨田区指定管理者選定

委員会 

～墨田区入札等外部審

査委員会 

〔略〕 

すみだ女性センター運

営委員会 

すみだ女性センターの

施設の利用、事業計画

等に係る調査及び検討

に関すること。 

墨田区産業振興会議 

～墨田区予防接種健康

被害調査委員会 

〔略〕 

 ２ 〔略〕 
  

 


